
第18章　 火災 ･ 交通事故

　　　(1)第一当事者とは当事者のうち事故の原因となった過失（違反）が最も重いもの、又は過失（違反）が同程度である場合は被害の程度が最も軽いものをいう。
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令和２年 6 213 6 209  140  4  13 －  1  3  4 －  59  10  78  122  89  33  114  1  1 5 410  127  4  2  1  1

３年 5 924 5 922  130  5  14 －  2  9  4 －  53  10  105  143  97  24  101 －  7 5 110  108  2  1 －  1

４年 5 780 5 780  102  7  5  2  3  5  5 －  55  10  95  131  151  28  104 －  3 4 993  81 － － － －

５年 6 005 6 005  131  6  10  2  1  5  4 －  40  11  89  161  153  38  99 －  4 5 175  76 － － － －

６年 5 446 5 445  113  1  8 － －  8  3 －  36  6  63  150  118  26  77 －  8 4 772  56  1  1 － －

　資料：福岡県警察本部

８　第一当事者の違反別交通事故発生状況

車 両 の 運 転 者 が 第 一 当 事 者 に な っ た 事 故 歩行者が第一当事者になった事故

総 数年
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